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○
環
境
省
令
第
二
十
三
号 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ

れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六

条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事

故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日 

環
境
大
臣 

中
川 

雅
治 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り

放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ

別紙１ 
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れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
環
境
省
令
第
三

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 
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改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 
（
水
道
施
設
等
に
お
け
る
廃
棄
物
の
調
査
の
報
告
） 

第
四
条 
法
第
十
六
条
第
一
項
本
文
の
報
告
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の

対
象
と
し
た
廃
棄
物
が
生
じ
た
月
の
翌
月
の
末
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
様
式
第
一
号
に
よ
る
報
告
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。 

一
～
四 

（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

 

（
指
定
廃
棄
物
保
管
基
準
） 

第
十
五
条 

法
第
十
七
条
第
二
項
（
法
第
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
指
定
廃
棄
物
の
保
管
の
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
十
二 

（
略
） 

十
三 

指
定
廃
棄
物
の
保
管
の
場
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
号
に
よ
る
届
出
書

を
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
一
の
土
地
の
区
域
内
に
お

い
て
保
管
の
場
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ
～
ハ 

（
略
） 

 

（
指
定
の
申
請
） 

（
水
道
施
設
等
に
お
け
る
廃
棄
物
の
調
査
の
報
告
） 

第
四
条 

法
第
十
六
条
第
一
項
本
文
の
報
告
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の

対
象
と
し
た
廃
棄
物
が
生
じ
た
月
の
翌
月
の
末
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
様
式
第
一
に
よ
る
報
告
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
四 

（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

 

（
指
定
廃
棄
物
保
管
基
準
） 

第
十
五
条 

法
第
十
七
条
第
二
項
（
法
第
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
指
定
廃
棄
物
の
保
管
の
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
十
二 

（
略
） 

十
三 

指
定
廃
棄
物
の
保
管
の
場
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
第
二
に
よ
る
届
出
書
を

環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
一
の
土
地
の
区
域
内
に
お
い

て
保
管
の
場
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ
～
ハ 

（
略
） 

 

（
指
定
の
申
請
） 
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第
十
七
条 

 

法
第
十
八
条
第
一
項
の
申
請
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
申
請
書
を

提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
） 

第
二
十
一
条 
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は

、
そ
の
身
分
を
示
す
様
式
第
四
号
に
よ
る
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
除
去
土
壌
保
管
基
準
） 

第
五
十
八
条 

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
除
去
土
壌
の
保

管
の
基
準
の
う
ち
一
時
的
な
保
管
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
時
保
管
」

と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

第
十
五
条
（
第
一
号
、
第
六
号
、
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
か

ら
第
十
三
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。 

  

二 

一
時
保
管
は
、
周
囲
に
囲
い
（
一
時
保
管
す
る
除
去
土
壌
の
荷
重
が
直

接
当
該
囲
い
に
か
か
る
構
造
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
荷
重
に
対

し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場

所
で
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
除
染
特
別
地
域
内
又
は
除
染
実
施
区
域
内
の

土
地
等
に
係
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
に
伴
い
生
じ
た
除
去
土
壌
を
当

該
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
実
施
し
た
土
地
に
お
い
て
一
時
保
管
す
る

第
十
七
条 

 

法
第
十
八
条
第
一
項
の
申
請
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書
を
提

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
） 

第
二
十
一
条 

法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は

、
そ
の
身
分
を
示
す
様
式
第
四
に
よ
る
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
除
去
土
壌
保
管
基
準
） 

第
五
十
八
条 

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
保
管
の
基
準
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

除
去
土
壌
の
一
時
的
な
保
管
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
保
管
」

と
い
う
。
）
に
当
た
っ
て
は
、
第
十
五
条
（
第
一
号
、
第
六
号
、
第
八
号

、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例

に
よ
る
こ
と
。 

二 
 

保
管
は
、
周
囲
に
囲
い
（
保
管
す
る
除
去
土
壌
の
荷
重
が
直
接
当
該
囲

い
に
か
か
る
構
造
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
荷
重
に
対
し
て
構
造

耐
力
上
安
全
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
所
で
行
う

こ
と
。
た
だ
し
、
除
染
特
別
地
域
内
又
は
除
染
実
施
区
域
内
の
土
地
等
に

係
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
に
伴
い
生
じ
た
除
去
土
壌
を
当
該
土
壌
等

の
除
染
等
の
措
置
を
実
施
し
た
土
地
に
お
い
て
保
管
す
る
場
合
は
、
こ
の
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場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。  

三 
 

一
時
保
管
は
、
見
や
す
い
箇
所
に
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
掲
示
板

が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
所
で
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
前
号
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

（
略
） 

ロ 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑴ 

除
去
土
壌
の
一
時
保
管
の
場
所
で
あ
る
旨 

⑵ 

（
略
） 

⑶ 

屋
外
に
お
い
て
除
去
土
壌
を
容
器
を
用
い
ず
に
一
時
保
管
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
第
十
五
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
高
さ
の
う
ち
最
高
の
も
の 

四 
 

除
去
土
壌
の
一
時
保
管
に
伴
い
生
ず
る
汚
水
に
よ
る
一
時
保
管
の
場
所

の
周
縁
の
地
下
水
の
水
質
へ
の
影
響
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
所
か
ら
採
取
さ
れ
た
地
下
水
の
水
質
検
査
を
次
に
よ
り
行
う
こ
と
。
た

だ
し
、
第
二
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

一
時
保
管
開
始
前
に
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
第
二
十
四
条

第
一
項
第
三
号
イ
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
か
つ

、
記
録
す
る
こ
と
。 

ロ 

一
時
保
管
開
始
後
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
第
二
十
四
条

第
一
項
第
三
号
イ
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
定
期
的
に
測
定

し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。 

五 
 

一
時
保
管
の
場
所
の
境
界
（
一
時
保
管
の
場
所
に
隣
接
す
る
区
域
に
人

限
り
で
な
い
。  

三 
 

保
管
は
、
見
や
す
い
箇
所
に
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
掲
示
板
が
設

け
ら
れ
て
い
る
場
所
で
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
前
号
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

（
略
） 

ロ 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

⑴ 

除
去
土
壌
の
保
管
の
場
所
で
あ
る
旨 

⑵ 

（
略
） 

⑶ 

屋
外
に
お
い
て
除
去
土
壌
を
容
器
を
用
い
ず
に
保
管
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

第
十
五
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
高
さ
の
う
ち
最
高
の
も
の 

四 
 

除
去
土
壌
の
保
管
に
伴
い
生
ず
る
汚
水
に
よ
る
保
管
の
場
所
の
周
縁
の

地
下
水
の
水
質
へ
の
影
響
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
か
ら

採
取
さ
れ
た
地
下
水
の
水
質
検
査
を
次
に
よ
り
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
第

二
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

イ 

保
管
開
始
前
に
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
第
二
十
四
条
第
一

項
第
三
号
イ
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
、
か
つ
、
記

録
す
る
こ
と
。 

ロ 

保
管
開
始
後
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
第
二
十
四
条
第
一

項
第
三
号
イ
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
定
期
的
に
測
定
し
、

か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。 

五 
 

保
管
場
所
等
境
界
に
お
い
て
、
放
射
線
の
量
を
第
十
五
条
第
十
一
号
の
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が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
区

域
の
境
界
と
す
る
。
）
に
お
い
て
、
放
射
線
の
量
を
第
十
五
条
第
十
一
号

の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
定
期
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
は
、
除
去
土
壌

の
一
時
保
管
の
開
始
前
に
、
及
び
、
開
始
後
遅
滞
な
く
、
放
射
線
の
量
を

測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。  

六 
 

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
を
作
成
し
、
当
該
一
時
保
管
の
場
所
の
廃
止

ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

場
合
は
、
前
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
記
録
を
作
成
し
、
除
去

土
壌
の
一
時
保
管
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。 

イ 

一
時
保
管
し
た
除
去
土
壌
の
量 

ロ 

一
時
保
管
し
た
除
去
土
壌
ご
と
の
一
時
保
管
を
開
始
し
た
年
月
日
及

び
終
了
し
た
年
月
日
並
び
に
受
入
先
の
場
所
及
び
一
時
保
管
後
の
持
出

先
の
場
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

ハ 

（
略
） 

ニ 

当
該
一
時
保
管
の
場
所
の
維
持
管
理
に
当
た
っ
て
行
っ
た
測
定
、
点

検
、
検
査
そ
の
他
の
措
置
（
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
及
び
前

号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
含
む
。
） 

 

２ 

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
除
去
土
壌
の
保
管
の
基
準

の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
保
管
以
外
の
保
管
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
単
に
「
保
管
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す

環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
定
期
的
に
測
定
し
、
か
つ
、
記
録
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
は
、
除
去
土
壌
の

保
管
の
開
始
前
に
、
及
び
、
開
始
後
遅
滞
な
く
、
放
射
線
の
量
を
測
定
し

、
か
つ
、
記
録
す
る
こ
と
。  

  

六 
 

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
を
作
成
し
、
当
該
保
管
の
場
所
の
廃
止
ま
で

の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合

は
、
前
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
記
録
を
作
成
し
、
除
去
土
壌

の
保
管
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。 

イ 

保
管
し
た
除
去
土
壌
の
量 

ロ 

保
管
し
た
除
去
土
壌
ご
と
の
保
管
を
開
始
し
た
年
月
日
及
び
終
了
し

た
年
月
日
並
び
に
受
入
先
の
場
所
及
び
保
管
後
の
持
出
先
の
場
所
の
名

称
及
び
所
在
地 

ハ 

（
略
） 

ニ 

当
該
保
管
の
場
所
の
維
持
管
理
に
当
た
っ
て
行
っ
た
測
定
、
点
検
、

検
査
そ
の
他
の
措
置
（
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
及
び
前
号
の

規
定
に
よ
る
測
定
を
含
む
。
） 

 
（
新
規
） 

  



  

7 

る
。 

一 
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
（
ニ
及
び
ホ
を
除
く
。
）
、
第
四
号
及
び

第
九
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第
七
号
（
ロ
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ

る
こ
と
。 

二 

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
及
び
除
去
土
壌
を
保
管
し
た
位
置
を
示
す
図

面
を
作
成
し
、
当
該
保
管
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
の
廃
止
ま
で
の
間
、
保

存
す
る
こ
と
。 

イ 

保
管
し
た
除
去
土
壌
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
保
管
し

た
除
去
土
壌
の
量 

ロ 

保
管
し
た
除
去
土
壌
ご
と
の
埋
立
て
を
行
っ
た
年
月
日 

ハ 

引
渡
し
を
受
け
た
除
去
土
壌
に
係
る
当
該
除
去
土
壌
を
引
き
渡
し
た

担
当
者
及
び
当
該
除
去
土
壌
の
引
渡
し
を
受
け
た
担
当
者
の
氏
名
並
び

に
運
搬
車
を
用
い
て
当
該
引
渡
し
に
係
る
運
搬
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ

っ
て
は
当
該
運
搬
車
の
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号 

ニ 

当
該
保
管
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
の
維
持
管
理
に
当
た
っ
て
行
っ
た

測
定
、
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
措
置
（
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
測

定
を
含
む
。
） 

 

（
除
去
土
壌
処
分
基
準
） 

第
五
十
八
条
の
二 

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
除
去
土
壌

の
処
分
（
埋
立
処
分
及
び
海
洋
投
入
処
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

  

                  

（
新
規
） 
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同
じ
。
）
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
七
号
の
規
定
の
例
に
よ

る
こ
と
。 

二 

次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
を
作
成
し
、
当
該
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
施

設
の
廃
止
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
こ
と
。 

イ 

処
分
し
た
除
去
土
壌
の
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
処
分
し

た
除
去
土
壌
の
量 

ロ 

処
分
し
た
除
去
土
壌
ご
と
の
処
分
を
行
っ
た
年
月
日
並
び
に
受
入
先

の
場
所
及
び
処
分
後
の
持
出
先
の
場
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

ハ 

引
渡
し
を
受
け
た
除
去
土
壌
に
係
る
当
該
除
去
土
壌
を
引
き
渡
し
た

担
当
者
及
び
当
該
除
去
土
壌
の
引
渡
し
を
受
け
た
担
当
者
の
氏
名
並
び

に
運
搬
車
を
用
い
て
当
該
引
渡
し
に
係
る
運
搬
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ

っ
て
は
当
該
運
搬
車
の
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号 

ニ 

当
該
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
の
維
持
管
理
に
当
た
っ
て
行
っ
た

測
定
、
点
検
、
検
査
そ
の
他
の
措
置
（
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
二
十
五
条
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
測

定
を
含
む
。
） 

 （
特
定
廃
棄
物
の
処
理
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
） 

第
六
十
二
条 

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

（
特
定
廃
棄
物
の
処
理
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
） 

第
六
十
二
条 

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 
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一 

国
か
ら
特
定
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
又
は
処
分
の
委
託
を
受
け

た
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
処
理
受
託
者
」
と
い
う
。
）
の
委
託
を

受
け
て
当
該
特
定
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
又
は
処
分
を
業
と
し
て

行
う
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る

者
を
除
く
。
） 

イ
～
ニ 

（
略
） 

二 

国
か
ら
特
定
廃
棄
物
（
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
（
平

成
十
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
中
間
貯
蔵
を

行
う
た
め
に
必
要
な
施
設
（
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
施

行
規
則
（
平
成
十
六
年
環
境
省
令
第
十
二
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
区
域

内
に
所
在
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
廃
棄
物
の
保
管
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
に
お
い
て
保
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
り
、
事
故
由

来
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
を
第
二
十
条
に
規
定
す
る
方
法

に
よ
り
調
査
し
た
結
果
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
で
あ
る
セ
シ
ウ
ム
百
三

十
四
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
及
び
事
故
由
来
放
射
性
物
質
で
あ
る
セ
シ

ウ
ム
百
三
十
七
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
の
合
計
が
十
万
ベ
ク
レ
ル
毎
キ

ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
収
集
又
は
運
搬
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
廃
棄
物

収
集
等
」
と
い
う
。
）
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

特
定
廃
棄
物
収
集
等
受
託
者
」
と
い
う
。
）
の
委
託
を
受
け
て
特
定
廃
棄

物
収
集
等
に
係
る
業
務
を
業
と
し
て
行
う
者
（
当
該
受
託
業
務
が
数
次
の

一 

国
か
ら
特
定
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
又
は
処
分
の
委
託
を
受
け

た
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
処
理
受
託
者
」
と
い
う
。
）
の
委
託
を

受
け
て
当
該
特
定
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
保
管
又
は
処
分
を
業
と
し
て

行
う
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の 

 

イ
～
ニ 

（
略
） 

（
新
規
） 
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委
託
契
約
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
国
と
特
定
廃
棄
物
収
集
等
受
託

者
と
の
間
の
委
託
契
約
の
後
次
の
す
べ
て
の
委
託
契
約
の
当
事
者
（
委
託

を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
も
の 

イ 

特
定
廃
棄
物
収
集
等
に
係
る
業
務
を
遂
行
す
る
に
足
り
る
施
設
、
人

員
及
び
財
政
的
基
礎
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
業
務
に
係
る
特
定
廃
棄
物

に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
有
す
る
こ
と
。 

ロ 

第
五
十
九
条
第
二
号
イ
か
ら
ヲ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ

と
。 

ハ 

い
か
な
る
方
法
を
も
っ
て
す
る
か
を
問
わ
ず
、
受
託
業
務
を
一
括
し

て
他
人
に
委
託
し
な
い
こ
と
。 

ニ 

国
と
特
定
廃
棄
物
収
集
等
受
託
者
と
の
間
の
委
託
契
約
に
係
る
契
約

書
に
、
特
定
廃
棄
物
収
集
等
受
託
者
の
受
託
業
務
に
係
る
委
託
を
受
け

る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ホ 

特
定
廃
棄
物
収
集
等
受
託
者
が
作
成
す
る
特
定
廃
棄
物
収
集
等
に
関

す
る
運
行
計
画
に
基
づ
き
、
特
定
廃
棄
物
収
集
等
に
係
る
業
務
を
実
施

す
る
こ
と
。 

ヘ 

特
定
廃
棄
物
収
集
等
受
託
者
が
特
定
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
の
用

に
供
す
る
運
搬
車
の
位
置
情
報
を
常
時
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

、
こ
れ
に
必
要
な
設
備
を
有
す
る
車
両
を
用
い
て
、
特
定
廃
棄
物
収
集

等
に
係
る
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
。 
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附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

三
～
五 

（
略
） 

 

二
～
四 

（
略
） 

 


